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次のとおり報告します。 報告日２３．５．１１

市長 副市長 部長 次長 課長 副主幹 係 合議

件名 自転車保管場所業務内容等の確認について⑧

日時 平成２３年５月６日（金）、１０日（火）、11日（水）

記録者 生活安全課高橋

内容

5/６（金）

5/１０(火）

5/１１(水）

６日（金）からの経過報告

２日までの経過について副市長に報告。フローチャートに基づ

き説明する（伊藤次長、高橋対応)。

刑事課：砂より電話。

当時市民課で事務処理をしていた福田氏に、盗難品であるこ

とが処分リストに載ってこなかったのか業務の流れ等の話を聞

きたいが、１３日で都合はどうかとのこと。

現在非常勤事務嘱託員であり業務に支障がないか所属長との

調整が必要のため、確認し’1日に電話することとする。

また、同時期の盗難品の回収時に、警察による確認がどのよ

うにされていたの力■氏に聞いたところ、当時の担当者の転

動により確認できていないとのことであった。

＊先日Ｂに対して行われた事情聴取及び１３日に福田氏の閉

き取りがあった場合の休暇等の取り扱いについて職員課に確認

を行う。また、１３日の件については本日福田氏の勤務日ではな

いため、明日、確認を取ることとなった。

福田氏と所属長である社会福祉課長、保護係長に概要を説明

し日程調整を行う。１３日で問題ないが、連絡待ちの件があり時

間は未定。刑事割■氏に、時間が決まり次第連絡すること及
ぴ決裁済みの被害届の提出について連絡する。被害届は１３日の

午前９時半に逗子警察署に提出することとなった。

福田氏にフローチャートに基づき業務の流れ及び事務処理に

ついて生活安全課にて聞き取りを行う。（高橋対応）

内容は殆ど今まで確認できていた事項のとおりだが、自転車

を処分する際に再度警察に盗難品かどうかの確認をしてもらっ

ていることを新しく確認できた。
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次のとおり報告します。 報告日２３．５．１３

市長 副市長 部長 次長 課長 副主幹 係 合議

軸；

件名 自転車保管場所業務内容等の確認について⑨

日時 平成２３年５月１３日（金）

場所 逗子警察署講堂
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相手方|逗子警察署刑事課逗子警察署刑事課 氏地域課：

対応者 生活安全課高橋、樋渡

記録者 生活安全課高橋

内容

９：４５頃到着

１０：００項～

１６：４０頃


